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カスタマーハラスメントへの対応について

令和5年度 公労使による「新しい東京」実現会議

令和5年10月20日開催

東京労働局



◇カスタマーハラスメントとは
顧客や取引先等からの著しい迷惑行為（暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な
要求等）により労働者の就業環境が害されること。

※言い換えるならば（P３ポスター参照）
・過大な要求や不当な言いがかりなど、主張内容等に問題があるもの

・主張する内容には正当性があるが、暴力や暴言など、主張方法に問題があ
るもの

◇事業主に求められる望ましい取組等としては

①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
②被害者への配慮のための取組

③被害を防止するための取組（マニュアルの作成や研修の実施等）

厚生労働大臣の指針 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して

雇用管理上講ずべき措置等についての指針」（令和２年１月）
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カスタマーハラスメントとは ／ 望ましい取組等



○カスタマーハラスメント防止対策を、総合的、

かつ、効果的に推進するため、

関係する７省庁の連携会議を開催

（消費者庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、

国土交通省、警察庁、法務省）

（令和３年１月～令和４年２月（全４回））

○厚生労働省が作成した「カスタマーハラスメント

対策企業マニュアル」やポスターによる周知啓発

に関係省庁が連携して取り組むこととした。

「顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策
の推進に係る関係省庁連携会議」の開催
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関係省庁連携会議の開催



事業主・労働者への支援
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〇マニュアル作成、提供

カスタマーハラスメント対策企業マニュアル①

カスタマーハラスメント対策企業マニュアル（厚生労働省作成）
ーマニュアル内容の例ー



事業主・労働者への支援

具体的には・・・

〇カスタマーハラスメントを想定した事前の準備
①事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発
②従業員（被害者）のための相談体制の整備
③対応方法、手順の策定

④社内対応ルールの従業員等への教育・研修

〇カスタマーハラスメントが実際に起こった際の対応
①事実関係の正確な確認と事案への対応
②従業員への配慮の措置
③再発防止のための取組

（引用：「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」（厚生労働省））
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カスタマーハラスメント対策企業マニュアル②



改正旅館業法に基づく営業者向けの指針
（案）

＜宿泊拒否事由に関する事項＞（抄）

○ 以下のいずれかであって、他の宿泊者に対する宿

泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのあるも

のを繰り返したときについては法第５条第１項第３

号に該当。

・ 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易で

ない事項の要求（宿泊に関して障害者差別解消法

上の社会的障壁の除去を求める場合を除く。）

・ 粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負

担を与える言動（合理的な理由があるものを除

く。）を交えた要求であって、当該要求をした者

の接遇に通常必要とされる以上の労力を要するこ

ととなるもの

（例えば、従業員に対し、長時間にわたり不当な

要求を行う等）

厚生労働省「改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会」資料

心理的負荷による精神障害の労災認定
基準の改正（令和5年9月1日付け）（抄）
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カスタマーハラスメントを巡る最近の動き

※実際に発生した業務による出来事を、同評価表に示す
「具体的出来事」に当てはめ、負荷（ストレス）の
強さを評価

■業務による心理的負荷評価表※の見直し

◆具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等

「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」

(いわゆるカスタマーハラスメント)

追加

評価表の明確化等により、より適切な認定、

審査の迅速化、請求の容易化を図る。



情報サイト（研修動画の提供）

あかるい職場応援団

カスタマーハラスメントに関

する従業員向け、人事労務担

当者向け研修動画が掲載され

ているサイトです。

研修動画は
厚生労働省Youtubeチャンネルで配信中
https://www.youtube.com/watch?v=5Ll57UIQ-SA
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行政による支援

動画で学ぼう「カスタマーハラスメント」

VRカスタマーハラスメントをもっと
考えよう！

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

介護職場でのロールプレイ研修



相談への対応（厚生労働省委託事業）

ハラスメント悩み相談室
カスタマーハラスメントに関する相談を、メールまたはSNS（LINE）で

受け付けています。

ハラスメント悩み相談室。職場のハラスメントでお悩みの方

東京労働局雇用環境・均等部 指導課
でも相談に対応しています

TEL 03-3512-1611
東京都千代田区九段南1-2-1

九段第三合同庁舎14階
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行政による支援
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顧客からの暴言・暴力や事故の防止対策

◇顧客向けの周知啓発や運送約款見直しを実施◇

タクシー車内での暴力行為・セクハラ行為を防ぐため、運送約款の変更を行うとともに、
タクシー車内での暴力行為・セクハラ行為に対して厳正な対処をする旨を記したポスター
を車内に掲示した。ハラスメント行為の中止を求めたにも関わらず、応じられない場合に
は運送の引受けもしくは継続拒否をすることとした。あわせて、車内カメラを全車に搭載
することにより、顧客からの暴力行為・ハラスメント行為は激減した。（タクシー会社）

《取組事例》

患者等からの暴言・暴力に関する日頃の通報体制の整備と
被害を受けた労働者へのケア

◇暴言・暴力に遭遇した職員に対する支援体制の整備と予防の取組◇

患者・家族からの暴言・暴力に対して組織として対応するため、警察OBを含む対応チーム
を組成し、暴言・暴力を受けた場合の対応手順や報告ルートを定めた。
院内に協力を求めるポスターを掲示する等、予防策も講じた。暴言・暴力に遭遇した場合
は、緊急呼び出しで対応チームが駆けつける等の体制やルールも整備した。さらに、暴言・
暴力等により強いショックを受けた場合には、必ず産業医や公認心理師の面談を受けるよう
にする等、当事者に対する事後的な措置に関する手順も整えた。暴言・暴力の問題が生じた
場合には、院内のシステムを通じて全て対応チームに報告するようになっており、原因の把
握や対策の検討に活用できるようになっている。 （病院）

（資料出所：「事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集」（厚生労働省））

事業場における取組事例



（資料出所：「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」（厚生労働省））

10

事業場における取組事例

顧客等の理解を得るために/意識を変えるために

企業がカスタマーハラスメントの取組を積極的に進めたとしても、顧客側のハラスメントに対する理解や認識

が深まらなければ、その予防の効果にも限界があると考えられます。

そのため、企業によっては、「ハラスメントは絶対許しません」という旨のポスターを敢えて顧客等から見える場

所に掲示する、また顧客等の暴力によるリスクを回避するためのポスターを作成し啓発する取組もあります。さら

に、顧客等にサービスに対する理解を深めてもらうため、仕事の実態をオープンにする外部活動を行うなど、様々

な努力がなされています。顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議※においても、

悪質なクレーム防止の周知を目的としてポスター作りを行う等の取組を行っています。なお、顧客側の意見は

商品やサービスの改善につながることもあり、意見自体を抑制してしまうことのないよう、留意が必要です。

こういった取組を踏まえ、顧客側も、商品やサービスの提供者側の理解を深め、『お客様は神様』という意識を

変えていく必要があります。

顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議啓発ポスター、一般社団法人日本民営鉄道協会による啓発ポスター

消費者庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省等を含む関係者が定期的に集まって情報交換等を行う会議


